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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 
 
 

当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、関東財務局に提出いたしました第27期（2024年3月期）

の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではない旨を記載し

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
1. 開示すべき重要な不備の内容 

 当社は2024年３月期の決算業務の過程において、当社の連結子会社であるＳＭＴ株式会社の収益計上にお

いて代理人取引が一部含まれるため当該収益取引を純額にて会計処理すべきであることが判明しました。当

該影響額を調査し、その影響の重要性に鑑みて、過年度の有価証券報告書を訂正することといたしました。

なお、当連結会計年度末日時点において開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財

務諸表に反映しております。 
重要な事業拠点における事業目的に関わる勘定科目に至る業務プロセスに係る内部統制において、本人・

代理人取引の判定に必要な正確かつ網羅的な情報の把握と判定に関する業務プロセスの統制活動が整備され

ていなかったため、結果的に誤謬が発生しました。以上より、当社の重要な事業拠点における事業目的に関

わる勘定科目に至る業務プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしま

した。 
 
2. 連結会計年度末日までに是正できなかった理由 

上記の開示すべき重要な不備につきましては、当該事項の判明が当連結会計年度の末日後であったため、

当連結会計年度の末日までに是正することができませんでした。 
 

3. 開示すべき重要な不備の是正方針 
 当社は、重要な事業拠点における事業目的に関わる勘定科目に至る業務プロセスに係る内部統制の整備及

び運用の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、本人・代理人取引の判定

に必要な情報の把握と判定を適切に実施するための業務プロセスを新たに整備し、運用を実施することで財

務報告の信頼性を確保していく方針であります。 
 
4. 連結財務諸表に与える影響 

 上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反映しております。 
 
5. 連結財務諸表の監査報告における監査意見 

 無限定適正意見となっております。 

 以 上 

 


